
 

 

 

 

第７期介護保険料の設定について  

 

 

 

 

 

 

 第 ４ 回（ 平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 ）当 分 科 会 に お い て ご 説 明

し た 内 容 に つ い て ， 説 明 資 料 を 見 直 し ， 基 金 の 活 用 を 反 映 し た

第 ７ 期 介 護 保 険 料 （ 案 ） を お 示 し す る も の で す 。  

 
 

資料２  参考  
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１  第 １ 号 被 保 険 者 介 護 保 険 料 の 基 準 額 に つ い て  

(1) 第 １ 号 被 保 険 者 は ， 政 令 の 規 定 に よ り ， 介 護 保 険 事 業 費

見 込 額 ８ １ ４ 億 ３ 千 万 円 の ２ ３ ％ を 負 担 し ま す 。  

(2) 柏 市 は ， 全 国 平 均 に 比 べ ， 後 期 高 齢 者 の 割 合 が 小 さ く ，

高 齢 者 の 所 得 も 比 較 的 高 い た め ， 調 整 交 付 金 は １ ． ３ ８ ％

（ 現 時 点 の 予 測 値 ） と な り ま す 。 こ の た め ， ５ ％ に 満 た な

い ３ ． ６ ２ ％ 分 は 第 １ 号 被 保 険 者 の 負 担 と な り ま す 。  

(3) 基 金 ９ 億 ５ 千 万 円 を 活 用 し ， 第 １ 号 被 保 険 者 の 負 担 を 軽

減 し ま す 。  

 

基準額  月額５，５１２円／年額６６，１４４円  

 

 

 

 

 

 

図 1  財 源 別 負 担 割 合  

 

Ａ  政 令 で 定 め る  

    原 則 の 割 合  

Ｂ  財 源 調 整 後  

    の 割 合  
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２  介 護 保 険 料 段 階 に つ い て  

(1) 負 担 能 力 に 応 じ た 負 担 割 合 と す る 考 え 方 に 基 づ き ， 第 ６

期 に 引 き 続 き ， １ ８ 段 階 に 設 定 す る 。（ 表 １ ， 図 ２ 参 照 ）  

(2) 第 １ 段 階 か ら 第 ４ 段 階 ま で の 負 担 割 合 は ， 国 の 標 準 段 階

よ り 低 く 設 定 す る 。（ 表 ２ 参 照 ）  

(3) 消 費 税 引 き 上 げ 分 の 一 部 を 財 源 に 世 帯 員 全 員 市 民 税 非 課

税 者 の 負 担 割 を 軽 減 す る 。（ 表 ３ 参 照 ）  

 表 １  第 ７ 期 介 護 保 険 料 （ 案 ）  

  

柏 市　第7期（平 成30年 度～32年 度）案

対 象 者 負 担 割 合保 険 料 額（単 位：円）

生 保 等
年 金＋所 得 80万 円 以 下
（世 帯 非 課 税）

0 . 4 02 6 , 4 5 7 2 , 2 0 4 4 6 , 0 1 4

年 金＋所 得 80万 円 超120万
円 以 下
（世 帯 非 課 税）

0 . 6 03 9 , 6 8 6 3 , 3 0 7 1 5 , 0 3 2

年 金＋所 得 120万 円 以 上
（世 帯 非 課 税）

0 . 7 04 6 , 3 0 0 3 , 8 5 8 1 3 , 7 4 4

年 金＋所 得 80万 円 以 下
（世 帯 課 税）

5 2 , 9 1 5 4 , 4 0 9 5 9 , 9 0 5

年 金＋所 得 80万 円 超
（世 帯 課 税）

1 . 0 06 6 , 1 4 4 5 , 5 1 2 3 6 , 5 3 2

1 . 0 56 9 , 4 5 1 5 , 7 8 7 2 5 , 2 9 0

1 . 1 07 2 , 7 5 8 6 , 0 6 3 3 1 , 7 7 6

1 . 2 07 9 , 3 7 2 6 , 6 1 4 2 8 , 3 9 7

1 . 3 08 5 , 9 8 7 7 , 1 6 5 2 8 , 7 4 2

9 5 , 9 0 8 7 , 9 9 2 1 3 , 5 4 9

1 0 2 , 5 2 3 8 , 5 4 3 6 , 5 8 1

1 1 5 , 7 5 2 9 , 6 4 6 3 , 0 6 8

1 2 2 , 3 6 6 1 0 , 1 9 7 1 , 9 3 3

1 2 8 , 9 8 0 1 0 , 7 4 8 1 , 3 4 0

1 3 8 , 9 0 2 1 1 , 5 7 5 917

1 4 8 , 8 2 4 1 2 , 4 0 2 753

1 5 8 , 7 4 5 1 3 , 2 2 8 2 , 1 3 4

1 6 8 , 6 6 7 1 4 , 0 5 5 2 , 8 5 9

総 数　3 1 8 , 5 6 6人

単 位：人

1 3 4 , 6 9 5

3 6 , 5 3 2

1 4 7 , 3 3 9

第１段 階～第４段 階 1 3 4 , 6 9 5人

第５段 階 3 6 , 5 3 2人

第６段 階～第１８段 階 1 4 7 , 3 3 9人

5 , 9 4 8 #### 1 . 1 5 2 7 7

補 正 合 計

↑ワ ー ク シ ー トの計 算より得ら れ た基 準 額

3 1 8 , 5 6 6

所 得 段 階 第１号 被 保 険 者 数（人）

第1段 階

第2段 階

第3段 階

第4段 階

第5段 階
（基 準 額）

第6段 階

第7段 階

第8段 階

第9段 階

第10段 階

第11段 階

第12段 階

第13段 階

第14段 階

第15段 階

第16段 階

第17段 階

第18段 階

第１段 階～第４段 階

第５段 階

第６段 階～第１８段 階

0 . 8 0

1 . 4 5

1 . 5 5

1 . 7 5

1 . 8 5

1 . 9 5

2 . 1 0

2 . 2 5

2 . 4 0

2 . 5 5

所 得 1 0 0万 円 未 満（本 人 課 税）

所 得 1 0 0万 円 以 上1 5 0万 円 未 満

（本 人 課 税）

所 得 1 5 0万 円 以 上2 0 0万 円 未 満
（本 人 課 税）

所 得 2 0 0万 円 以 上3 0 0万 円 未 満

（本 人 課 税）

所 得 3 0 0万 円 以 上4 0 0万 円 未 満

（本 人 課 税）

所 得 4 0 0万 円 以 上5 0 0万 円 未 満

（本 人 課 税）

所 得 5 0 0万 円 以 上6 0 0万 円 未 満

（本 人 課 税）

所 得 6 0 0万 円 以 上7 0 0万 円 未 満

（本 人 課 税）

所 得 7 0 0万 円 以 上8 0 0万 円 未 満

（本 人 課 税）

所 得 8 0 0万 円 以 上9 0 0万 円 未 満

（本 人 課 税）

所 得 9 0 0万 円 以 上1 , 0 0 0万 円 未 満

（本 人 課 税）

所 得1 , 0 0 0万 円 以 上1 , 5 0 0万 円 未 満
（本 人 課 税）

所 得 1 , 5 0 0万 円 以 上

（本 人 課 税）
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図 ２  介 護 保 険 料 段 階 の イ メ ー ジ  
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表 ２  第 １ 段 階 か ら 第 ４ 段 階 ま で の 負 担 割 合 の 比 較  

段 階  柏 市  国  

第 １ 段 階  ≪ 世 帯 非 課 税 ≫ 年 金 収 入 金 額 と

合 計 所 得 金 額 の 合 計 が ８ ０ 万 円 以 下  生 活

保 護 受 給 者 等  

0 . 4 0  0 . 4 5  

第 ２ 段 階  ≪ 世 帯 非 課 税 ≫ 年 金 収 入 金 額 と

合 計 所 得 金 額 の 合 計 が ８ ０ 万 円 を 超 え ，１ ２

０ 万 円 以 下  

0 . 6 0  0 . 7 5  

第 ３ 段 階  ≪ 世 帯 非 課 税 ≫ 年 金 収 入 金 額 と

合 計 所 得 金 額 の 合 計 が １ ２ ０ 万 円 超  

0 . 7 0  0 . 7 5  

第 ４ 段 階  ≪ 世 帯 課 税 ≫ 年 金 収 入 金 額 と 合

計 所 得 金 額 の 合 計 が ８ ０ 万 円 以 下  

0 . 8 0  0 . 9 0  

 

 

表 ３  公 費 投 入 に よ る 低 所 得 者 の 保 険 料 軽 減  

 軽 減 前 の 割 合  平 成 ２ ７ 年 ４ 月 実 施  完 全 実 施  

第 １ 段 階   0 . 4 5  0 . 4 0  0 . 2 5  

第 ２ 段 階  0 . 6 0  －  0 . 3 5  

第 ３ 段 階  0 . 7 0  －  0 . 6 5  

 

 


